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午後３時３０分  開会  

【計画 課長 】  それで は、定刻でございますので、ただいまから

府中市 都市 計画 審議会 を開会していただきたいと存じます。  

 開会 に先 立ち まして 、都市整備部長の深美よりご挨拶を申しあ

げます 。  

【都市 整備 部長 】  委 員の皆様、こんにちは。都市整備部長の深

美でご ざい ます 。  

 本日 は、 大変 お忙し い中、また、足元の悪い中を府中市都市計

画審議 会に ご参 加いた だきまして、ありがとうございます。  

 本日 の案 件と いたし ましては審議事項の１件ということになり

ます。 よろ しく ご審議 賜りますようお願い申しあげまして、簡単

ではご ざい ます が、挨 拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願い いた しま す。  

【計画 課長 】  ご審議 いただきます前に、警視庁の人事異動に伴

いまし て、 ○○ 前府中 警察署長に代わりまして、○○府中警察署

長が１ １月 ７日 付で都 市計画審議会委員に委嘱されましたので、

ご報告 をさ せて いただ きます。  

 それ では 、○ ○会長 、よろしくお願いいたします。  

【議長 】  皆様 、こん にちは。府中市都市計画審議会に、足元の

悪い中 、こ のよ うに時 間を割いていただきご出席を賜りまして、

ありが とう ござ います 。  

 ただ いま の部 長から の挨拶の中にありましたとおり、新たに○

○委員 が都 市計 画審議 会委員に委嘱されましたので、まず、○○

委員よ り一 言ご 挨拶を いただきたいと思います。よろしくお願い

します 。  
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【○○ 委員 】  失礼い たします。８月２７日付で警視庁府中警察

署長と いう こと で着任 をさせていただきました○○でございます。

警察と して 都市 計画に どのような形でご協力できるかは分かりま

せんが 、精 一杯 頑張り ますので、よろしくお願いいたします。  

【議長】 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。  

 それ では 、会 議に入 りたいと思いますが、会議を開催するに当

たりま して 、本 日の出 欠の状況でございますが、○○委員につき

まして は、 まだ 到着し ておりません。  

 また 、本 日の 会議の 開催の可否でございますが、定足数に達し

ており ます ので 、本日 の会議は有効に成立しております。  

 次に、本日の会議の議事録署名人について決めたいと思います。 

 府中 市都 市計 画審議 会運営規則第１３条第２項に、「議事録には

議長及 び議 長が 指名す る委員が署名するものとする。」ということ

になっ てお りま すので 、私から指名させていただいてよろしいで

しょう か。  

（「異議なし」の声）  

【議長 】  異議 なしと いうことで、指名をさせていただきたいと

思いま す。  

 議席 番号 １０ 番、○ ○委員、議席番号１１番、○○委員、よろ

しくお 願い いた します 。  

 また 、今 日の 傍聴者 でございますが、４名おります。希望者が

おりま すの で許 可して よろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声）  

【議長 】  あり がとう ございます。では、傍聴者に入室いただき

たいと 存じ ます 。よろ しくお願いします。  



 3

 失礼 しま した 。傍聴 者は１名増えまして５名ということでござ

います 。よ ろし くお願 いします。  

 では 、審 議に 入りた いと思います。  

 まず 、議 事日 程に従 いまして進めていきます。  

 初め に、 日程 第１、 第１号議案「府中市立地適正化計画（案）」

を議題 とい たし たいと 存じます。  

 それ では 、議 案の説 明をよろしくお願いします。  

【計画 課長 補佐 】  議 案のご説明の前に、９月に開催したまちづ

くりに 関す る意 見交換 会及び素案に関するオープンハウスについ

て、ご 報告 いた します 。  

 ８月 に開 催し ました 本審議会においてご了承いただいた立地適

正化計 画（ 素案 ）につ いて市民の皆様からご意見を伺うため、ま

ちづく りに 関す る意見 交換会及びオープンハウスを実施いたしま

した。  

 まち づく りに 関する 意見交換会では、地域に関わりのある団体

の皆様 を対 象に 都市計 画マスタープランの改定状況や立地適正化

計画の 策定 状況 を説明 するとともに、今後のまちづくりの方向性

などの ご意 見を いただ くことを目的とし、９月１日に午前、午後

の２回 に分 けて 開催い たしました。  

 立地 適正 化計 画（素 案）に関するオープンハウスでは、素案の

内容に つい て市 民から の意見を広くいただくことを目的とし、９

月７日 、９ 日、 １２日 の計３日間でパネル展示及びアンケート調

査など を行 いま した。  

 それ では 、詳 細につ きましては担当よりご説明いたします。  

【都市 計画 担当 主査】  それでは、まちづくりに関する意見交換
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会及び 府中 市立 地適正 化計画（素案）に関するオープンハウスの

開催結 果に つき まして 、ご報告いたします。  

 資料 １の １ペ ージを ご覧ください。まちづくりに関する意見交

換会に つき まし ては、 文化センター圏域コミュニティ協議会、農

業委員 会、 商店 街連合 会、各小・中学校ＰＴＡなど地域に関わり

のある 団体 より ご推薦 いただいた皆様を対象とし、計５７名の方

にご出 席を いた だきま した。  

 ２ペ ージ をご 覧くだ さい。意見交換会では府中市の主な現状や

課題、 立地 適正 化計画 （素案）などをご説明し、その後、都市計

画マス ター プラ ンの８ つの地域ごとに分かれて、まちづくりにい

かすべ き地 域の 特性や 地域の問題点などについて、ワークショッ

プ形式 で意 見交 換を行 いました。  

 意見 交換 会で の主な 意見を取りまとめておりますので、いくつ

かご紹 介さ せて いただ きます。  

 「道 路・ 交通 」の分 野、１つ目の「バス路線や本数の充実につ

いて」で は、「バ ス路線 のない場所や本数が減っている場所につい

ては、路線及 び本 数を 充実してほしい。」とのご意見を、４つ目の

「生活 道路 の幅 員の確 保について」では、「生活道路の幅員が狭い。

建物の セッ トバ ックや 無電柱化等により幅員を確保してほしい。」

と の ご 意 見 を 、 ６ つ 目 の 「 駅 へ の ア ク セ ス 道 路 に つ い て 」 で は 、

「様々 な機 能が 集中す る駅周辺にアクセスしやすい道路づくりが

必要で ある。」とのご意見などをいただきました。  

 「生 活環 境」 の分野 、１つ目の「都市機能・生活サービス施設

につい て」では 、「現在 ある都市機能施設や生活サービス施設の維

持を図 って ほし い。」とのご意見を、３ページに移りまして、１つ
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目の「 産業の 維持 につ いて」では、「商店街をできるだけ維持して

ほしい。」と のご意見などをいただきました。  

 「防災」の 分野 、三 つ目の「水害について」では、「水害時はハ

ケ上に 逃げ ると いうこ とだが、具体的にどこへ行けば良いか分か

りにく い。ま た、避難経路がない。」とのご意見などをいただきま

した。  

 「水と緑」の分 野、１つ目の「農地の保全について」では、「相

続税な どの 問題 がある ので、このままではこれまで以上に農地は

減少し てい く。」、「子ど もたちが農地と触れ合える場所や機会があ

ると良 い。」との ご意 見 を、２つ目の「生産緑地の維持」について

では、「 生産 緑地 の対象 が５００平方メートルから３００平方メー

トルと なり 緩和 されて いるので、もっとＰＲして活用すべき。」と

のご意 見を 、４つ目の「街路樹の維持管理」についてでは、「路線

の状況 に応 じて 間引い たり、植替えを行うなど歩行者等の通行空

間確保 との 調整 が必要 である。」とのご意見などをいただきました。 

 ４ペ ージ をご 覧くだ さい。「その他」の分野、１つ目の「土地利

用」につ いてで は、「鉄 道の維持を図ることを考えた沿線の土地利

用を考 えて いく べきだ 。」、「西府駅周辺にマンションが建ち始めて

いる。店舗等 の開 発を 早めに行う必要がある。」とのご意見を、２

つ目の「区域 」についてでは、「立地適正化計画と中心市街地活性

化基本 計画 の区 域を一 致させてほしい。」とのご意見などをいただ

きまし た。  

 ５ペ ージ をお 開きく ださい。こちらは、府中市立地適正化（素

案）に 関す るオ ープン ハウスの開催結果でございます。  

 開催 場所 は白 糸台文 化センター、西府文化センター、府中駅前
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のル・ シー ニュ ２階イ ベントスペースで、３日間の来場者数は合

計で５ ７５ 名、 アンケ ート回答数は２００名、自由意見数は７５

件でご ざい まし た。  

 アン ケー ト結 果の概 要でございますが、設問①通勤・通学や買

い物等 で使 う鉄 道やバ スの利便性についてでは、８割以上の方が

満足、 やや 満足 と回答 いただきました。  

 設問 ②駅 周辺 におけ る日常の生活に必要な施設の立地状況につ

いては 、７ 割以 上の方 が立地している、やや立地していると感じ

ると回 答い ただ いてお ります。  

 設問 ③管 理が 行き届 いていない空き家の多さについては、多い

と思わ ない 方が 約３分 の１で一番多い結果となりましたが、多い、

やや多 いと 感じ る方も 同じ割合となっております。  

 設問 ④地 震や 水害等 の災害時に避難できる体制については、や

や整っ てい ると 感じる 方が約３分の１で一番多い結果となったも

のの、 整っ てい ない、 やや整っていないと感じる方が約４割とな

り、こ ちら もば らつき が出る結果となっております。  

 設問 ⑤農 地や 崖線等 の緑の保全状況については、７割以上の方

が保全 され てい る、や や保全されていると感じるとご回答いただ

いてお りま す。  

 続き まし て、 ７ペー ジをお開きください。こちらはオープンハ

ウスに おけ る主 な意見 の概要でございます。意見の内容ごとに取

りまと めて 掲載 してお りますので、こちらもいくつかご紹介させ

ていた だき ます 。  

 「都市機能（生 活サ ービス施設）について」では、１番目、「分

倍河原 駅周 辺に スーパ ー等が足りない。団地再生などと連携して
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はどう か。」、５番目、「駅周辺の商店街が衰退している。」、８番目、

「駅周 辺に 集め るのは 分かるが、現在不便な場所に病院等の施設

が必要 では ない か。」とのご意見などがございました。  

 「公 共交 通に ついて 」では、２番目の「バス交通の維持は必要

である。」、４番目 、「 拠点に施設を集めるなら、そこまでのバスル

ートな どを 考え なけれ ばならない。」とのご意見などがございまし

た。  

 「居住 環境につ いて」では、３番目、「ハザードマップの充実が

必要。 逃げ る方 向は分 かるが、渋滞なども考慮した逃げる道路ま

で分か ると 良い 。」、７番目、「農地の減少を感じる。地元の人が作

った野 菜を 安心 して食 べたい。」、１０番目、「崖下の災害の危険性

を強調 する と土 地の価 値が下がって売れなくなってしまうのでは

ないか。」、１３ 番目、「 分倍河原駅周辺は日鋼団地も含めて発展さ

せてい く必 要が ある。」とのご意見などがございました。  

 続き まし て、 ８ペー ジの「まちづくりの方向性等について」で

は 、１番目、「駅 周辺へ 商業施設を、市全域に企業誘致を進めてほ

しい。」、２ 番目、「まち の機能を効率的にしない限り、人口減少や

少子高 齢化 を解 決でき ないと思う。」とのご意見などがございまし

た。  

 引き 続き 、「府中市立地適正化計画（案）」につきましてご説明

いたし ます 。  

 ８月 ２８ 日に 開催い たしました本審議会におきまして立地適正

化計画 （素 案） をご提 示し、委員の皆様からご意見をいただきま

した。 また 、先 ほどご 説明しました市民の皆様からのご意見や都

市計画 マス ター プラン 改定検討部会でのご意見などを踏まえ素案
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の修正 を行 い、 立地適 正化計画（案）として取りまとめておりま

す。  

 本日 は、当日資料１といたしまして、府中市立地適正化計画（案）

の概要 版を 、当 日資料 ２といたしまして、素案からの主な修正事

項を整 理し た資 料を机 上にお配りさせていただいております。  

 本日 は、 素案 からの 主な修正事項、当日資料２を使用しまして

ご説明 いた しま すので 、事前にお配りをしております資料２－２、

立地適 正化 計画 （案） とあわせてご覧ください。  

 それ では 、当 日資料 ２の１ページをご覧ください。  

 初め に、 資料 の見方 となりますが、左から該当する計画案の章

番号、 ペー ジ数 、８月 ２８日時点での計画素案の内容、今回ご提

示する 計画 案の 内容、 一番右の欄には修正理由等を記載しており

ます。  

 なお 、前 回ご 提示を いたしました素案に該当するページにつき

まして は、 前方 のスク リーンでご表示をさせていただいておりま

すので 、ご 参考 にして ください。  

 まず 、計 画案 の５ペ ージでございます。こちらの素案では、立

地適正 化計 画で 記載す べき事項として、居住調整地域、跡地等管

理区域 の記 載を してお りましたが、これらの事項は任意事項とな

ってお りま して 、本市 としては設定する予定はなく、記載により

誤解を 招く おそ れがあ ることから、文言を削除しております。  

 続き まし て、 計画案 の２１ページでございます。素案では平成

２７年 度の 歳入 ・歳出 の状況を記載しておりましたが、最新デー

タであ る平 成２ ８年度 の数値に修正をさせていただいております。 

 続き まし て、 計画案 の２２ページでございます。こちらの上段
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の図で ござ いま すが、 平成２７年から平成５２年の高齢者の人口

増減数 と介 護福 祉機能 、交流機能の分布状況をお示ししたものと

なりま すが 、素 案では 交流機能に関する記述がなく、施設をイメ

ージし にく いこ とから 、具体的な施設として文化センター、スポ

ーツ施 設、 生涯 学習セ ンター、コミュニティ施設を追記しており

ます。 なお 、コ ミュニ ティ施設は、市民活動センタープラッツや

府中国 際交 流サ ロンな どが該当いたします。  

 続き まし て、計 画案 ３１ページでございます。こちらは、「本市

におけ る拠 点設 定の考 え方」について、改定中の都市計画マスタ

ープラ ンに 位置 付ける 拠点を列挙していましたが、市民の日常生

活に関 連す る拠 点、「 中心拠点」などに絞り込み、類型表を再整理

させて いた だい ており ます。  

 続き まし て、計 画案 の３３ページでございます。こちらは、「目

指すべ き都 市の 骨格構 造図」として公共交通軸などをお示しして

おりま すが 、こ の中の 基幹的バス路線軸の向かう方向が分かりに

くい状 況で した ので、 ＪＲ中央線の各駅まで、水色の破線の矢印

になり ます が、 そちら を国立駅や国分寺駅などまで延ばさせてい

ただい てお りま す。  

 続き まし て、計 画案 の３８ページでございます。こちらは、「居

住誘導 区域 の設 定の流 れ」につきまして記載したものとなります。

素案で は「 居住 を誘導 すべき区域」や「居住誘導にあたり考慮す

べき区 域」 と記 載して おりましたが、両区域の関係性が分かりづ

らく、 誤解 を招 くおそ れがあるため、居住誘導の関係のフロー図

にある 各項 目の 文言を「居住誘導が見込まれる区域の抽出」や「居

住にあ たり 考慮 する区 域の抽出」などと修正しております。  
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 続き まし て、 当日資 料２の２ページをお開きください。続きま

して、 計画 案の ４０ペ ージでございます。こちらは「既存の都市

基盤の 有効 活用 が図れ る区域」をお示ししたものでございますが、

住宅団 地の 説明 がなく 分かりづらいことから、用語の定義を追記

すると とも に、 対象と なる住宅団地を再整理させていただいてお

ります 。  

 続き まし て、 計画案 の４１ページでございます。こちらは「本

市にお ける 生活 利便性 の高い区域」を図示したものでございます

が、大型 商業施 設、ス ーパーマーケット、病院・診療所について、

具体的 な施 設の 規模等 がイメージできるように、施設の定義を追

記させ てい ただ いてお ります。  

 続き まし て、 素案の ３８ページ、４４ページでございまして、

前方の スク リー ンに表 示しております「居住を誘導すべき区域」

と「居住誘導にあたり考慮すべき区域」の全体図でございますが、

こちら は両 区域 の関係 性が分かりづらくて誤解を招くおそれがあ

ります ので 、こ ちらは 、今回、計画案からは全体図を削除させて

いただ いて おり ます。  

 続き まし て、 計画案 の４２ページでございます。「農と共存し、

ゆとり ある 居住 環境を 形成する区域」をお示ししておりますが、

農地・ 生産 緑地 の集積 状況を再確認し、本区域から日新町一丁目

を削除 し、 本町 三丁目 を追加いたしております。  

 続き まし て、 計画案 の４８ページでございます。こちらの「居

住誘導 区域 設定 の全体 概要」の中で、急傾斜地崩壊危険箇所・区

域につ きま して は、素 案では「居住環境維持エリア」に設定をし

ており まし た。 当該エ リアでは避難等の事前準備ができないまま
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土砂災 害が 発生 する可 能性があり、生命の危険性が高いことから、

「居住 以外 の利 用を図 るエリア」に位置付けを変更しております。

また、 同ペ ージ の「一 定の災害リスクを有するものの居住を誘導

するエ リア 」に つきま しては、素案ではエリアの名称に「防災対

策を図 り」 とい う文言 を入れておりましたが、３メートル以上の

浸水想 定区 域に つきま しては防災対策を実施しているエリアを対

象とす るた め、 これら の文言を削除させていただいております。  

 当日 資料 ２の ３ペー ジをお開きください。先ほどの修正に伴い

まして 、計 画案 の４９ ページにおける急傾斜地崩壊危険箇所・区

域に関 する 居住 誘導の 考え方に関する記述を修正させていただい

ており ます 。  

 続き まし ての 計画案 ５３ページでございます。素案の段階では、

浸水想 定区 域を メッシ ュで図示し、農と共存を図るエリアにつき

まして は対 象エ リアを 円で図示しておりましたが、区域を用途地

域や道 路等 の地 形地物 をもとに詳細な区域設定を行っております。 

 続き まし て、 計画案 の５９、６１ページでございます。こちら

は「拠 点形 成の 方向性 と拠点に求められる都市機能」をお示しし

ており ます が、素 案で は、「商業機能」において「百貨店・大型商

業施設 」としてい まし たが、「大型商業施設」に名称を統一してお

ります。また 、「医療 機能」の「病院」につきましては、高次な医

療を取 り扱 う公 立病院 を広域医療拠点に集約する施設とし、その

他の病 院は 市内 に万遍 なく配置することが望ましいため、市内分

散型の 施設 に再 整理を させていただいております。また、「金融機

関」と して ＪＡ を追加 しております。  

 当日 資料 ２の ４ペー ジをお開きください。こちらも、計画案の
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５９ペ ージ でご ざいま すが、「コンビニエンスストア・ドラッグス

トア」につき まし ては 、「スーパーマーケット」が立地していない

場合の み、 代替 機能と して「日常生活拠点」への配置が望ましい

施設と して 、位 置付け を再整理させていただいております。  

 続 き ま し て 、 計 画 案 の ７ ６ ペ ー ジ 、 ７ ７ ペ ー ジ で ご ざ い ま す 。

「都市 機能 誘導 区域を 定める地域拠点の抽出条件」として、素案

では「 交通 結節 機能」、「主なまちづくりの動向や地域のまちづく

りの機 運」の二つを表示しておりましたが、「都市機能の立地状況」

に関す る記 述が 不足し ておりました。また、抽出条件の具体的な

内容に 関す る記 述があ りませんでしたので、表現を修正するとと

もに、分析表を追加しております。具体的には、（ａ）交通結節機

能の抽 出条 件と して、 鉄道・バスの乗り入れ、駅前広場、バスタ

ーミナ ルの 有無 を、（ｂ）都市機能の立地状況の抽出条件として、

拠点に 求め られ る都市 機能の立地の有無をそれぞれ表として整理

してお りま す。  

 続き まし て、 計画案 の８０ページでございます。府中駅・府中

本町駅 周辺 地区 におけ る都市機能誘導区域の修正を行っておりま

すので、当日資料２の７ページ、別図１をあわせてご覧ください。

当日資 料２ の７ ページ 、別図ですが、左側は素案での区域をお示

しした もの で、 右は修 正をしました計画案での区域となっており

ます。 区域 の北 側の府 中公園につきましては、現状の機能を維持

する観 点か ら、 都市機 能誘導区域より外しております。また、区

域南側 のエ リア につき ましては、中心市街地区域の線形にあわせ

て修正 をさ せて いただ いております。  

 その まま ８ペ ージ、 別図２をご覧ください。こちらは、計画案
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の８３ ペー ジの 西府駅 周辺地区における都市機能誘導区域の修正

内容を お示 しし たもの となっております。西府駅南東部で地区計

画にお いて 「教 育施設 地区」に位置付けられているエリアにつき

まして は、 小学 校や学 童クラブなどの教育施設以外の立地ができ

ないこ とか ら、 当該エ リアを含む南側の区域を都市機能誘導区域

から外 して おり ます。  

 続き まし て、 ９ペー ジ、別図３をご覧ください。こちらは、計

画案８ ６ペ ージ の東府 中駅周辺地区における生活サービス機能維

持区域 の修 正内 容をお 示ししております。区域の北側部分の商業

地域に 指定 され るエリ アについて、用途地域の一体性を考慮し、

区域の 修正 を行 ってお ります。  

 続き まし て、 １０ペ ージ、別図４をご覧ください。こちらは、

計画案 ８７ ペー ジの多 磨霊園駅周辺地区になります。白糸台文化

センタ ーの 敷地 にあわ せて区域の修正を行っております。  

 続き まし て、 １１ペ ージ、別図５をご覧ください。こちらは、

計画案 ９０ ペー ジの是 政駅周辺地区をお示ししたものでございま

す。維 持施 設で あるス ーパーマーケットの用地にあわせて区域の

修正を 行っ てお ります 。  

 おそ れ入 りま すが、 当日資料２の５ページにお開きください。

計画案 の８ ８ペ ージで ございます。こちらは、中河原駅周辺地区

におけ る生 活サ ービス 機能維持区域及び維持施設を示しており、

維持施 設に 郵便 局を素 案の段階では位置付けておりましたが、駅

から半 径３ ００ メート ルの範囲内に立地しているものの、維持区

域内に は立 地し ていな いことから、維持施設の修正を行っており

ます。  
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 続き まし て、 計画案 の８９ページでございます。こちらは、北

府中駅 周辺 地区 におけ る生活サービス機能維持区域設定の考え方

を示し てお り、「 商業機 能や金融機能の維持」としておりましたが、

当該区 域に は金 融機関 は立地していないことから、表現の修正を

行って おり ます 。  

 続き まし て、 計画案 の９３ページでございます。こちらは、各

都市機 能誘 導区 域や生 活サービス機能維持区域の全体図を示して

おり、 図の 左下 に区域 の面積や市街化区域に対する面積割合を記

載して おり ます 。こち らにつきましては、先ほどご説明しました

区域修 正に 伴い 、都市 機能誘導区域の合計面積は２１４．３１ヘ

クター ル、 市街 化区域 に対する面積の割合は７．９パーセントと

なりま した 。な お、生 活サービス機能維持区域につきましても、

合計面 積、 面積 割合と もに減少しております。  

 続き まし て、 計画案 の９７ページでございます。こちらは、誘

導施策 の一 覧表 となり ます。素案では、こちらの順番はまちづく

りの方 針、 施策 方針、 施策展開箇所、誘導施策の並びで表示して

おりま した が、 施策方 針と連動して誘導施策を表示したほうが分

かりや すい こと から、 施策展開箇所と誘導施策の並びを修正させ

ていた だい てお ります 。  

 当日 資料 ２の ６ペー ジをお開きください。こちらは、誘導施策

の施策 方針 １－ １の① 及び施策方針１－２の⑥において、素案で

は「大 規模 土地 取引行 為の事前届出制度の推進による都市機能の

維持・ 誘導 」と してお りましたが、商業施設等の休廃止も事前に

把握す るこ とを 想定し 、都市機能の維持・誘導に努めるため、施

策の表 現を 修正 させて いただいております。また、施策方針１－
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２の① にお いて 、「都市・地域交通戦略事業と連携した都市機能の

誘導に よる 都市 機能の 維持・誘導」としておりましたが、こちら

は、社 会資 本整 備総合 交付金要綱上の事業名との混同を避けるた

め、表 現を 修正 させて いただいております。  

 続き まし て、 計画案 の９９ページでございます。施策方針２－

１～２ －５ 共通 の全体 にございますが、新たに②として、「地域生

活に密 着し た活 気ある 商店街の再生」を誘導施策として位置付け

させて いた だい ており ます。施策方針３－２の①においては、計

画案で はよ り施 策を具 体化するために、分倍河原駅周辺地区にお

ける都 市基 盤の 整備内 容を括弧書きで追記させていただいており

ます。  

 続き まし て、 計画案 の１０８ページでございます。こちらは、

居住誘 導区 域内 の人口 密度に関する目標値を記載しておりますが、

先ほど ご説 明し た居住 誘導区域の見直しに伴いまして、現況値及

び目標 値の 修正 を行わ せていただいております。  

 続き まし て、 計画案 の１０９ページでございます。こちらは市

内の農 地面 積に 関する 期待される効果をお示ししております。素

案では 、目 標値 の設定 に当たって、宅地化農地・生産緑地をひと

まとめ にし て推 計値を 算出しておりましたが、宅地化農地と生産

緑地に 分類 し、 それぞ れの推計値を算出し、目標値を設定するこ

ととい たし まし た。そ の結果、目標値を９０ヘクタールから９５

ヘクタ ール に修 正をさ せていただいております。また、同ページ

の「市 内の 工場 等の製 造品出荷額等の増加」につきましては、平

成５０ 年度 の製 造品出 荷額目標値を現在価値に基づき設定してい

る旨を 追加 して おりま す。  
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 最後 に、 今後 のスケ ジュールでございますが、本審議会でご了

承いた だい た後 に、議 会への報告、パブリック・コメント手続を

行い、 年度 内に 計画策 定を行う予定です。  

 以上 で「府中市 立地 適正化計画（案）」の説明を終わらせていた

だきま す。  

【議長 】  あり がとう ございました。  

 今、 事務 局よ り、ま ちづくりに関する意見交換会、そして、オ

ープン ハウ スの 報告と 、８月２３日に素案の審議がありまして、

あれ以 来修 正さ れたと ころを細かく報告がございました。  

 説明 が終 わり ました が、本日は、立地適正化計画（案）の作成

に当た りま して 大変ご 尽力いただいております○○部会長におい

でいた だい てお ります 。ここでご発言をお願いしたいと思います。

よろし くお 願い いたし ます。  

【○○ 委員 】  都市計 画マスタープラン改定検討部会の部会長を

仰せつ かっ てお ります ○○でございます。このたび、「府中市立地

適正化 計画（案）」が部会のレベルではまとまりましたので、本日、

本審議 会で 審議 をいた だくということで同席をさせていただいて

おりま す。 私か ら、府 中市立地適正化計画について、特徴的なと

ころと 、部 会で やや議 論になったところを中心にご説明をさせて

いただ けれ ばと 思いま す。当日資料１の概要版がございますので、

これに 沿っ た形 で少し ご説明をさせていただければと思います。  

 既に 、細 かい 説明は ただいま事務局から聞いていただいたとお

りでご ざい ます けれど も、まず、府中市の状況としては、間もな

くとい いま すか 、平成 ３２年に人口のピークがやってきて、その

後は微 減、 徐々 に減っ ていくということ。ただし、高齢化率は基
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本的に はど んど ん上が っていくという状況の中で、今回、立地適

正化計 画を つく るとい うことをまずご理解いただければと思いま

す。  

 開け ても らい まして 、２ページの上に「立地適正化計画で目指

すまち づく りの 方針」 というのがございますけれども、基本的に

は３つ で、 これ がいわ ゆる、国ではコンパクト・プラス・ネット

ワーク と呼 んで いる部 分ですが、コンパクト・プラス・ネットワ

ークは 、ど ちら かとい うと地方都市を念頭に置いたキーワードで

すが、 それ を府 中市な りに解釈した上で、１番目の方針は、しっ

かりと した 拠点 、拠点 をつくっていこうということ。それから、

２番目 は拠 点の 周辺に なりますけれども、府中市はこれから人口

がわず かな がら 徐々に 減っていく中で、いろいろなライフスタイ

ルを可 能に する ような 、そういう居住地をつくっていきましょう

という こと 。そ れから ３番目は、公共交通のネットワークをしっ

かりと 維持 して いきま すという３つの方針を立てた上で、３－２

のほう にな りま すけれ ども、基本的な都市の骨格構造というもの

をこの 図の よう な形で 示させていただいております。現在改定中

の府中 市の 都市 計画マ スタープランと一応この図は共通するもの

として おり まし て、こ こで丸がついている拠点がありますけれど

も、拠 点の 種類 分けを どのような形でやっていくかは少し議論が

ござい まし た。 もちろ ん、府中の中心市街地が中心拠点というこ

とで、 この 辺が 一番大 きな拠点だという、この辺は全く議論の余

地がな いわ けで すけれ ども、地域拠点と日常生活拠点の分類とか、

あるい は、 類型 化とい ったような辺りには少し議論がございまし

た。  



 18 

 その 上で 、こ ういっ た拠点については、方針①に基づきまして

しっか りと 拠点 を形成 し育てていくということでございます。  

 ３ペ ージ 目に 参りま して、「居住誘導区域」でございます。こち

らのほ うは 、最 終的に は３ページの下の黄色いところが居住誘導

区域と いう こと で、今 回の案にさせていただいております。  

 それ で、 大き く議論 があったのは、特に、浸水想定区域と居住

誘導区 域の 関係 をどう 整理していくかといったところであったか

と思い ます 。府 中市の 場合は、ご承知のように、多摩川からの浸

水の可 能性 のあ るエリ アがかなり広範囲になっているということ

で、い わゆ る府 中崖線 の下側は基本的には全部浸水想定区域にな

ってお りま す。 ただ、 そこを全て居住誘導区域から外すというの

は、現 状か ら見 てもや や現実から離れているということを考え、

基本的 には 、非 常に防 災上何らかの対策を考えていったほうが良

いとこ ろを 除い ては、 居住誘導区域の中に含めて考えていくこと

でまと めさ せて いただ きました。  

 具体 的に は、 浸水想 定が３メートル以上の防災対策未実施のと

ころは 居住 誘導 区域か ら今回の案では外す形にさせていただいて

おりま す。 ３メ ートル を超えると２階も水没する可能性が否定で

きない とい うこ とで、 ３メートルのころで一応はラインを引かせ

ていた だい たと いうこ とでございます。  

 居住 誘導 につ いては 、もちろん大きな工場、あるいは東京競馬

場もそ うで すけ れども 、居住は不適切ということで、外させてい

ただい てお りま す。  

 ４ペ ージ に参 りまし て、「都市機能誘導区域及び誘導施設等」で

ござい ます が、 こちら は、基本的には、先ほどの２ページの下に
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ござい まし た拠 点との 対応で決めさせていただいているところで

す。た だし 、立 地適正 化計画の都市機能誘導区域で施策を進めて

いくと ころ と、 生活サ ービス機能維持区域で進めさせていただく

ところ の二 つに 分けさ せていただきました。  

 拠点 は、 先ほ どの方 針どおり、最初に決めた拠点は全ての拠点

を育て てい く方 針では ありますけれども、その手段については、

都市機 能誘 導区 域とい うような手段を使うべきものと、そうでは

ないも のが あり そうだ ということで、現状の都市機能の集積具合、

交通の 状況 、さ らには 、今後事業としてかなり大きなものがあり

そうな とこ ろを 中心に 都市機能誘導区域にさせていただき、あと

の地域 につ きま しては 生活サービス機能維持区域にさせていただ

いてお りま す。  

 立地 適正 化計 画は、 仕組上というのでしょうか、区域の境界を

はっき りと 決め ないと いけないと決まっているものですので、こ

この４ ペー ジ、 ５ペー ジとあるように、でこぼことはしておりま

すけれ ども 、区 域の境 界も現地の状況等を鑑みて設定させていた

だいた もの を本 日の案 とさせていただいております。  

 この でこ ぼこ につい ては部会の中でも多少議論がございまして、

ここは 入れ たほ うがい いのではないかとか、入れないほうがいい

のでは ない かと か、議 論があったということでございます。  

 ６ペ ージ 、７ ページ は誘導施策でございます。こういうことで

立地の 誘導 を進 めてい こうということですが、ここの中には既に

取り組 まれ てい るもの もあるのですけれども、今後検討するもの

もござ いま して 、そう いうものについてしっかりと目標感を持っ

て検討 して いた だきた いというのが部会としての総意であったか
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なと思 いま す。  

 最後 、８ ペー ジにな りますけれども、７の「目標指標の設定と

進行管 理」 とい うこと で、方針が３つございましたけれども、そ

れぞれ に対 応す る形で 、方針①、これは拠点の形成でございます

が、定 量的 な目 標とし ては、鉄道駅の１日平均乗降者数は３４万

人を目 標値 とす ると。 方針②については、こちらは居住誘導の部

分です けれ ども 、居住 誘導区域内については人口密度をヘクター

ル当た り１ １７ ．３人 で維持すると。これは現行から減らさない

という こと でご ざいま す。方針③は、公共交通の利便性の高いエ

リアの 居住 人口 割合を ９１パーセントにまで高めるというような

目標値 を設 定さ せてい ただいております。  

 目標 値は おお むね２ ０年後ということで、平成５０年（２０３

８年） 辺り を設 定して いますけれども、当然、それまでには進行

管理の 中で 減ら すとい いますか、調整するというよりは、少し施

策を強 めて いく 、ある いは、トレンドとして非常に強いものにつ

いては 目標 値を ある意 味上方に修正するといったようなことを見

直しの 中で 進め ていく というようなことが想定されております。  

 以上 が補 足的 な説明 でございます。  

 今後 、立 地適 正化計 画はつくったら終わりではなく、その先が

もちろ ん、 これ をどう やって実現していくかということがあるわ

けです けれ ども 、とり わけ公共交通についてはかなり部会の中で

もしっ かり とや ってい ただきたいというご意見が強く、今後、地

域公共 交通 網形 成計画 を別途策定されていくということでござい

ますの で、 それ との連 携をしっかりとりながら進めていただきた

いとい うよ うな 意見が 強くございました。  
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 以上 、簡 単で ござい ますけれども、私からの補足の説明でござ

います 。  

【議長 】  ○○ 先生、 どうもありがとうございました。また、部

会に選 任さ れて いる委 員の皆さんには、毎月開催する中ご出席を

賜りま して 、本 当にあ りがとうございます。ご苦労に感謝を申し

あげま す。  

 では 、こ れか ら審議 に入っていきたいと存じます。皆様方から

何かご 質問 等が ありま したらお願いしたいと存じます。よろしく

お願い しま す。  

 ○○ 委員 、ど うぞ。  

【○○ 委員 】  平成５ ０年を目指して、府中市のこれからの立地

適正化 計画 、こ れから 議会へ出て、議会でまた議論されると思い

ますが 、２ 点だ け聞か せていただきたいのは、１点は、誘導施策

の１－ １の 中で 、固定 資産税・都市計画税の減額措置の検討と、

都市機 能の 誘導 に向け てそれらが書いてあります。この部分が、

現在、 駅周 辺に 住んで いる住民にとっては税金、固定資産税が非

常に重 たく て、逆 に 、それによってビルの開発にいったり、また、

マンシ ョン 計画 に乗っ たりして、何とかそこの維持をしようとし

ている ので すけ れども 、その辺はこの文章の中にでてきていない

です。 いわ ゆる 、人が 集まれば税金が高くなる、固定資産税が高

くなっ て、 その 辺の税 制の問題が１個でもこの計画の中に載って

いない とい うの は、そ の点はどうなのかという点が１点です。  

 それ から 、商 業施設 で、一方では個店、商店街等の活性化を目

指しな がら 、一方では商業施設の充実といって、いわゆる大型店、

また、 非常 に機 能のあ る推進されている商業施設を地域に根差す
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形をと って いる という ことになれば、はっきりと商店の機能とい

うもの が完 全に 否定さ れている部分を私は非常に感じるので、こ

の２点 の誘 導の 方向性 の考え方を聞かせてください。  

【議長 】  あり がとう ございます。  

 ○○ 委員 より ２点質 問がございました。固定資産税、もろもろ

の税に つい て、も う１点は、商店街の中で相対する大型店、また、

スーパ ーマ ーケ ット等 の融合性についてということなのですけれ

ども、 いか がで しょう か。よろしくお願いします。  

【資産 税課 長】  １点 目の固定資産税の関係でございますが、資

料の９ ７ペ ージ の１－ １の「広域性・集客性の高い中心拠点の形

成」の 中の 「⑨ 都市機 能の誘導向けた固定資産税・都市計画税の

減額措 置の 検討 」、あと、１－２の⑦、こちらも同様ですが、「都

市機能 の誘 導に 向けた 固定資産税・都市計画税の減額措置の検討」

を記載 させ てい ただい ておりまして、内容につきましては、立地

適正化 計画 が策 定され た後に、税制改正の法律のほうが平成３０

年度と 平成 ２８ 年度に 地方税法の改正の中に記載がございますの

で、そ ちら にあ わせま して、今後、来年度中に市税条例等、都市

計画税 条例 の改 正を検 討しておりまして、家屋償却資産等の減額

措置の ほう を策 定して まいりたいというふうに考えております。  

 以上 でご ざい ます。  

【計画 課長 補佐 】  ２ 点目の商業施設の関係でございますが、誘

導施策 の中 で「 商業、 業務及びサービス機能を中心としたにぎわ

いある 都市 機能 の集積 」というところと、「中心市街地のにぎわい

の創出 」と いう ところ で挙げさせていただいております。都市機

能誘導 区域 の中 に大型 商業施設のみを誘導していくということで
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はなく 、商 業の 集積と いうところで、商店街等も含めてにぎわい

を創出 させ るよ うに考 えていきたいということで記載させていた

だいて おり ます 。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長 】  ○○ 委員、 どうぞ。  

【○○ 委員 】 大体考え方は分かりました。これは、逆に言えば、

農家と 自然 との 調和と いう方針②にも通じることで、現在の現状

の国の 法律 では 、固定 資産税ではなく相続税によって都市機能の

農家は ほと んど 相続税 の支払いのために土地を手放さければなら

ない。 いろ いろ 法律が あったとしても、ほぼそのような形で、府

中は地 域に よっ ては１ 年で住宅街ができてしまうぐらいの強烈な

地域で ある とい うこと の中で、ある程度規制を設ける。規制とい

うのは 、ま た法 律上の いろいろな問題があるのは分かりますけれ

ども、 府中 とし ての規 制を設ける文章があってもしかるべきでは

ないか なと 私は 思いま す。しからば、例えば、ケヤキ並木におい

ても、 緑を 残そ うとい うのはわかる。しかし、緑を残すために駅

の周辺 に大 型商 業施設 に対して反対ではなくて、そういった大型

店なり 、大きなビルを建てれば、自然と緑もなくなる。その辺で、

府中市 らし い条 例なり 、それに近いものをこの中に打ち立ててい

ただき たい とい うのが 要望です。大体理解しておりますけど、後

ほどま た議 会の ほうで 聞かせていただきます。  

 以上 です 。  

【議長 】  あり がとう ございました。  

 ほか に何 かご 質問は ありますでしょうか、どうぞ。  

【○○ 委員 】  先ほど 、都市計画マスタープラン改定検討部会の
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○○先 生か らの 説明が ありまして、今日配っていただきました書

類、これに沿って質問をさせていただきますけれども、６ページ、

７ペー ジに 都市 機能を 高める誘導施策、それぞれ方針①、方針②、

方針③ が書 いて ござい ます。それに対しまして、最終ページの８

ページ に７ の目 標指標 の設定、進行管理、この関連性について、

一つ質 問を させ ていた だきます。  

 この 中で 、ま ず、６ の誘導施策の方針②なんですけども、方針

②です と、 多様 なライ フスタイルの選択を可能とする居住地等の

形成、 これ の中 の１、 ２－１とずっとありますが、この中で２－

１、２ 、３ 、４ とあり ますが、これに共通の施策としまして、こ

れは７ ペー ジの 真ん中 に書いてございますが、２－１から２－５

の共通 施策 、そ れで、 この中に、具体的には水害ハザードマップ

の配布 とか 、そ れから 、地域まちづくり条例、こういったことが

書かれ てい るの ですね 。これに関連します７の目標指標に反映さ

れてい ない ので はない かというように、説明がよく分かりません。

これは 、都 市計 画マス タープランで検討されたかどうかをまずお

聞きし て、 会議 で今日 の計画が承認される前に確認なのですけど

も、昨 年、 こと しは大 変な台風、水害で、広域に日本全国で水害

が発生 して 、先 ほどの 府中崖線の話もありますが、こういったと

ころか らし ます と、今 回の立地適正化計画というのは、成立して

２０年 間の 中で ５年ご とに計画をまた見直したりしていく中で、

こうい う災 害に 対する 数値化は難しいと思いますが、目標指標の

設定に 対し ては 難しい と思います。  

 ８ペ ージ の下 の表に よりますと、方針②ですと、Ｂ、居住誘導

区域内 の人 口密 度の維 持、立地適正化計画では、これが一番の定
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量的な 目標 にな ると思 うのですね。その中の具体的なＢの中で、

ｃ、ｄ 、ｅ 、ｆ とござ います。ｃ、ｄ、ｅはよく分かりますが、

ｆの「 居住に 関す る満 足度の増加」、この満足度の増加の中に、先

ほど申 しま した ような 防災対策、少子高齢化対策、こういった安

心でき ると いう 満足度 、こういうものが数値化されて、これは数

値化す るの は難 しいと 思います。ですから、こういう居住に関す

る満足 度の 増加 にこれ は入るのかという質問でございますが、よ

ろしく お願 いし ます。  

【議長 】  あり がとう ございます。  

 ○○ 委員 から ご質問 がございました。誘導施策の中で、結果的

に目標 指標 の設 定がき ちんとできるか、できないか、結果はどう

なるの か。 その 辺りは 、防災のハザードマップが出ましたね。あ

れを例 にと って みたら どうですか。  

【計画 課長 補佐 】  概 要版の６ページの方針②のところと、８ペ

ージの 定量 的な 目標指 標の関係でございますが、方針②につきま

しては 、基 本的 に居住 誘導区域の考え方というところで施策等を

お示し して ござ います 。その中で、防災関係の共通施策として水

害ハザ ード マッ プの配 布ですとか、今後こういう施策を実施する

ことで 、今 、現 状であ る目標指標として居住誘導区域内の人口が

密度を 維持 して いくと いうところにつながっていくものと考えて

ござい ます 。あ と、委 員がおっしゃられたとおり、居住に関する

満足度 の増 加と いうと ころにつながっていくものと考えてござい

ます。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長 】  ○○ 委員、 何かございますか。  
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【○○ 委員 】  水害ハ ザードマップを前回、８月に配っていただ

いたと 思い ます けれど も、防災知識講座とか防災訓練とか、よく

私も町 内会 とか 自治会 等で参加するのですけど、市民の参加する

意識が もの すご く低い ですね。ですから、そういう意識を高める。

何部配 ると か、 そうい うのは非常に低レベルの目標設定なので、

市民の 意識 を高 めるよ うな、もちろん数値化はできませんので、

いろん な施 策を 市とし てやっていらっしゃいますので、よろしく

お願い しま す。  

【議長 】  ハザ ードマ ップ、とても分かりやすくできていると僕

は思う んで すね 。それ が活用されているのか、いないのか。せっ

かくで き上 がっ た水害 ハザードマップですから。分倍河原のほう

に多摩 川の 縁を ずっと 行きますと、右を見ると、本当に坂のよう

になっ てい るん ですね 。一度たまったら、あれが引かないような

現況で 、住 宅街 がみん な、一度水害で水がたまったら、あれは抜

けない と思 いま す。そ ういうときに的確に水をはかす、そんな状

況をつ くる よう な仕組 があればいいと思いますよね。  

 ほか に何 かご 質問等 はございますでしょうか。  

【行政 管理 部危 機管理 担当副参事兼防災危機管理課長】  今のは

防災の 関係 で市 民の方 の意識を高めるというようなお話だと思い

ますが 、防 災危 機管理 課では、市民からの要望、自治会等の要望

に応じ て職 員を 派遣し て、水害等の講演も行っております。また、

今年の 総合 防災 訓練で は三中と六中で水害の講演をしております

ので、 機会 を見 てそう いったことを進めていきたいと思っており

ます。  

 以上 でご ざい ます。  
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【議長 】  ほか に何か ご質問はありますか。  

【○○ 委員 】  分かり やすい資料をありがとうございます。  

 この 前の 台風 のとき に、私のマンション、住んでいる場所の前

の桜が 折れ てし まった んですね。そうしたら、朝方の交通量の大

変多く なる 時間 帯の前 に、朝方の暗いうちから、通ることが可能

になる まで 業者 の方が お見えになって、そこをきれいに片づけて

くださ った んで すけれ ども、市の対応がとてもよかったというこ

とで、 町内 の方 々とか マンションに住んでおられる方々がとても

感謝し てい まし た。  

 結局 、交 通が 多くな った場合、滞ります。それから、市民の方

が歩く とき に危 ないで すね。ケヤキ並木も大分倒れていたんです

けれど も、 存じ あげる 方々の皆さんがそこを通られたり、市役所

の方が けや き並 木のそ ばでいろんなことを見ておられたというか、

チェッ クを して おられ たというか、あの対応は非常によかったと

思いま す、  

 です から 、ハ ザード マップとかいろんなものをつくる前に、市

役所の 方、 それ から、 市民の方々のいろんな連携で、市民が安心

して暮 らせ るよ うな状 態にしていただいたことをとても感謝して

おりま す。 あり がとう ございます。  

 以上 です 。  

【議長 】  あり がとう ございます。  

 ほか にご 質問 はござ いませんでしょうか。  

（「なし」の声）  

【議長 】  ない ようで すので、採決をしていきたいと思います。  

 本日 提案 しま した「府中市立地適正化計画（案）」でございます
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が、案 件了 承と いうこ とでよろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声）  

【議長 】  あり がとう ございます。  

 では 次に 、そ の他と いうことで、報告事項はございますでしょ

うか。  

【都市 計画 担当 主査】  次回の開催予定についてご報告させてい

ただき ます 。  

 来年 の２ 月上 旬ごろ に開催を予定しております。日程につきま

しては 、調 整の 上、ま た改めてご連絡をさせていただきます。  

 以上 でご ざい ます。  

【議長 】  あり がとう ございます。  

 本日 の都 市計 画審議 会は全ての審議が終わりました。長時間お

力添え を賜 りま してあ りがとうございます。これで終了とさせて

いただ きま す。  

午後４時３８分  閉会  



 

以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証するため、ここ

に署名する。  

 

 

議  長 ○ ○   ○ ○  

 

 

委  員 ○ ○   ○ ○  

 

 

委  員 ○ ○   ○ ○  


